
助成対象者及び助成対象回数の確認 
 

①接種を受けた方は、平成９年４月２日

から平成１７年４月１日生まれの女性

ですか？ 

②接種を受けた方の住民登録が令和４年

４月１日時点で筑西市にありますか？ 

はい 

いいえ 

いいえ 

積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃

した方への助成のため、この間に生まれた女性以

外は助成の対象ではありません。 

接種当日に筑西市に住民登録があっても、令和４

年４月１日時点で筑西市から転出されている場合

は助成できません。また、令和４年４月１日時点

で保護者の住民登録が筑西市にあっても、接種を

受けた方が転出されている場合は、助成できませ

ん。接種を受けた方が令和４年４月１日時点で住

民登録がある市区町村へお問い合わせください。 
はい 

③満１６歳となる日の属する年度の３月

３１日までにＨＰＶワクチンの定期接

種を３回受けましたか？ 

 

④満１７歳となる日の属する年度の４月

１日から令和４年３月３１日まで（助

成対象期間）にＨＰＶワクチンの任意

接種を受けましたか？ 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃

した方への助成のため、３回の定期接種を受けた

方は助成の対象ではありません。 

積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃

し、任意接種を受けた方への助成のため、助成の

対象ではありません。 

⑤令和４年４月１日以降キャッチアップ

接種を何回受けましたか？ 
３回 

０～２回 

定期接種を受けられなかった回数分を補うため

に受けた任意接種の費用を助成することが目的

のため、キャッチアップ接種を３回受けた場合

は、任意で接種を受けた分があっても助成でき

ません。 

キャッチアップ接種０回：助成対象期間に受けた任意接種３回分までを限度として申請できます。 

キャッチアップ接種１回：助成対象期間に受けた任意接種２回分までを限度として申請できます。 

キャッチアップ接種２回：助成対象期間に受けた任意接種１回分までを限度として申請できます。 

※助成対象期間とは、満１７歳となる日の属する年度の４月１日から令和４年３月３１日までです。 

※筑西市以外の者（市区町村）が実施する同様の制度による助成等を受けていないことが条件となります。 


